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秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室補助金交付要綱 

 

 秋田県財務規則（昭和 39 年 2 月 25 日秋田県規則第 4 号。以下「財務規則」という。）

に定めがあるものを除くほか、秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室が所管

する補助金の交付の手続きに関し必要な事項を次のとおり定める。 

 

（補助事業等及び補助金の額等） 

第 1 秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室関係補助金（以下「補助金」と

いう。) の交付の対象とする事業（以下「補助事業」という。）、補助金の額、補

助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）、交付申請書及び実績報告書の提

出期限等は、別表第１に定めるとおりとする。 

 

（補助金交付申請書） 

第 2 財務規則第 247 条に規定する補助金交付申請書は、様式第 1 号によるものとす

る。 

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

  (1) 事業実施計画書（様式第 2 号の 1 又は 2） 

  (2) 収支予算書（様式第 3 号の 1 又は 2） 

 

（補助金の交付の条件） 

第 3 補助金の交付を決定するにあたっては、法令その他の関係規定を遵守するとと

もに、知事の指示及び命令事項を確実に履行するものとし、補助事業者は補助金

を目的外に使用しないとともに、財務規則第 249 条の規定により次に掲げる事項

について知事は条件を付するものとする。 

  (1) 次に掲げる場合には、あらかじめ知事の承認を受けること。 

  ア 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更（別表第 2 に掲げる

軽微な変更を除く。）するとき。 

  イ 補助事業を中止、又は廃止するとき。 

  (2) 補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに知事に報告し、その指示を

受けること。 

 

 2 前項(1)の規定による知事の承認の申請は、次に掲げる申請書によるものとする。 

  (1) 事業計画等変更承認申請書（様式第 4 号） 

  (2) 補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第 5 号） 

 

（実績報告書） 

第 4 財務規則第 255 条の規定する実績報告書は、様式第 6 号によるものとする。 

 2 前項の報告書には次に掲げる書類を添付するものとする。 
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  (1) 事業実績報告書（様式第 7 号の 1 又は 2） 

  (2) 収支精算書（様式第 8 号の 1 又は 2） 

 

（補助金の請求） 

第 5 補助金の請求は、請求書（様式第 9 号）に八郎湖環境対策室が作成する事業完

成確認書を添付するものとする。 

 

（手続き省略） 

第 6 財務規則第 263 条の規定により、財務規則第 253 条の規定による補助事業等遂

行状況の報告は省略できるものとする。 

 

  附 則 

   この要綱は、平成 30 年 4 月 2 日から施行する。 

   この改正は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

   この改正は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

   この改正は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

   この改正は、令和 4 年 6 月 22 日から施行する。 

   この改正は、令和 5 年 3 月 13 日から施行する。 

   この改正は、令和 6 年 3 月 19 日から施行する。 

   



別表第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八 郎 湖 環 境 対 策 室 関 係 補 助 金 の 種 類 等

補助金の交付目的 補助金の額 補助事業者
申請提出
期    限

実績報告書及び
精算書提出期限

申請書及び
実績報告書等

のあて先
提出先

代かき後の濁水流出を削減す
るため、無落水移植栽培、無
代かき栽培、不耕起栽培、乾
田直播栽培に取り組むための
きっかけや定着を促すことを
目的に、別に定めた助成を行
うことにより、取組面積の拡
大を図る。

事業対象面積10a当り1
千円
ただし、申請額が予算
の上限を上回った場合
は、範囲内で調整をす
る。

秋田県生活環
境部環境管理
課八郎湖環境
対策室長から
承認を受け
た、無落水移
植栽培、無代
かき栽培等水
質保全型農業
を行う生産者
及び農業生産
法人等

別に定め
る

事業完了後30日以
内又は補助金の交
付決定のあった年
度の３月31日まで
のいずれか早い期
日

知事 秋田県生活
環境部環境
管理課八郎
湖環境対策
室

補助率10/10
1事業1,000千円を上限
とする。

八郎湖の水質
保全に取り組
んでいる民間
団体（営利企
業を除く）

別に定め
る

事業完了後30日以
内又は補助金の交
付決定のあった年
度の３月31日まで
のいずれか早い期
日

知事 秋田県生活
環境部環境
管理課八郎
湖環境対策
室

補助率10/10
1事業6,000千円を上限
とする。

八郎湖の水質
保全に取り組
んでいる民間
団体（営利企
業を除く）

別に定め
る

事業完了後30日以
内又は補助金の交
付決定のあった年
度の３月31日まで
のいずれか早い期
日

知事 秋田県生活
環境部環境
管理課八郎
湖環境対策
室
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補助金の名称
補助事業の

種類

水質保全型農業普及
促進事業補助金

水質保全型農業
普及促進
事業

普及啓発事業
支援型

調査実証事業
支援型

八郎湖地域連携推進
事業費補助金

地域住民の八郎湖水質保全に
係る気運醸成の更なる向上を
図るため、八郎湖流域で環境
保全活動を行う民間団体の取
組を支援する。



別表第２

経費の配分の変更等 事業の内容の変更

１　事業費の増額以外の変更 １　事業実施ほ場の変更以外の変更

１　20％を超えない事業費の増減 １　機器整備等の同程度の変更

軽 微 な 変 更
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八郎湖環境対策室関係補助金

の名称（別表第１）

水質保全型農業普及促進事業補助
金

八郎湖地域連携推進事業費補助金



様式第１号

(記号及び番号)　　

年　　月　　日　　

　秋田県知事　あて

住所

商号又は名称

氏名

　　　　年度において次のとおり補助金を交付されるよう申請します。

　１　補助金の名称

　２　補助事業の種類

　３　補助金申請額

　４　補助事業の実施期間

（注）(１)　１及び２は、要綱別表第１に掲げる事項と同一のものであること。

　　　(２)　補助事業の実施計画書及び収支予算書は別紙により添付のこと。

補 助 金  交 付 申 請 書

　　　　　　　　　　　　　　　円

年　　月　　日　～　　　年　　月　　日



様式第２号の１（水質保全型農業普及促進事業補助金）

事業実施主体名

1 事業実施ほ場

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a（アール）

a（アール）

水質保全型農業普及促進事業実施計画書

ほ場面積
栽培法の別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（○を記入）

（単位 a） 無代かき 無落水 乾直

合　計

補助対象面積（合計から10a未満切り捨て）

番
号

市町村名 ほ場住所 地番等

（注）栽培法の別は、無落水移植栽培、無代かき栽培、不耕起栽培、乾田直播栽培のいずれかである
こと。



様式第２号の１（水質保全型農業普及促進事業補助金）

事業実施主体名

2　作業内容

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

作業名 使用機材及び資材 作業期間

耕起前土壌処理 使用薬剤：

①漏水：少ない・多い

②漏水対策の方法：
（額縁代かき・畦塗・その他） 　　　　　　　　　　　　

※無落水移植実施者のみ

代かき

田植え・直播
GPS田植機の所有：　有 ・ 無
メーカー名：　　　　　　　　

施肥の方法 苗箱施肥・全層施肥・側条施肥

肥料の種類 全量基肥型・速効性・その他

例）基肥まくモンX、苗箱まかせ

漏水防止対策

肥料の銘柄名



様式第3号の1

収入の部 (単位：円)

本 年 度 前 年 度

予 算 額 予 算 額 増 減

計

支出の部 (単位：円)

本 年 度 前 年 度

予 算 額 予 算 額 増 減

計

収　支　予　算　書

差引増減

差引増減

区　　　　　分 摘　　要

区　　　　　分 摘　　要



様式第4号

(記号及び番号)　　

年　　月　　日　　

　秋田県知事　あて

住所

商号又は名称

氏名

　　　　年　　月　　日付け指令　　　　　　　号で交付決定を受けた補助金の交付条件

　について次のとおり変更を受けたいので、承認されるよう申請します。

　１　補助金の名称

　２　補助事業の種類

　３　補助金決定額

　４　補助金変更申請額

　５　変更を受けたい理由

（注）　変更事業計画及び変更経費は別紙により添付し、様式は第2号及び3号を準用し、

　　　当初計画と変更計画を明確に区分して記載すること。

事業計画等変更承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　円



様式第5号

(記号及び番号)　　

年　　月　　日　　

　秋田県知事　あて

住所

商号又は名称

氏名

　　　　年　　月　　日付け指令　　　　　　号で交付の決定を受けた補助事業等を中止

　（廃止）したいので、承認されるよう申請します。

　１　補助金の名称

　２　補助事業の種類

　３　補助金決定額

　４　中止（廃止）する理由

　５　中止（廃止）する部分

補助事業中止（廃止）承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　円



様式第6号

(記号及び番号)　　

年　　月　　日　　

　秋田県知事　あて

住所

商号又は名称

氏名

　　　補助事業が終了したので、その実績を次のとおり報告します。

　１　補助金の名称

　２　補助事業の種類

　３　補助金の決定額

　４　補助金の実績額

　５　差引増減額

　６　交付決定年月日 　　　　年　　月　　日

　７　交付決定通知書指令番号 指令　　　　　　　　号

　８　補助事業終了日 　　　　年　　月　　日

（注）　補助事業の事業実績書及び収支精算書については、別紙により添付のこと。

補 助 事 業 実 績 報 告 書

　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　円



様式第７号の１（水質保全型農業普及促進事業補助金）

事業実施主体名

1 事業実施ほ場

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a（アール）

a（アール）

水質保全型農業普及促進事業実績報告書

ほ場面積 栽培法の別

（単位 a） 無代かき 無落水 乾直

合　計

補助対象面積（合計から10a未満切り捨て）

番
号

市町村名 ほ場住所 地番等

（注）栽培法の別は、無落水移植栽培、無代かき栽培、不耕起栽培、乾田直播栽培のいずれかである
こと。



様式第７号の１（水質保全型農業普及促進事業補助金）

事業実施主体名

2　作業内容

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

作業名 使用機材及び資材 作業期間

耕起前土壌処理 使用薬剤：

①漏水：少ない・多い

②漏水対策の方法：
（額縁代かき・畦塗・その他） 　　　　　　　　　　　　

※無落水移植実施者のみ

代かき

田植え・直播
GPS田植機の所有：　有 ・ 無
メーカー名：　　　　　　　　

施肥の方法 苗箱施肥・全層施肥・側条施肥

肥料の種類 全量基肥型・速効性・その他

例）基肥まくモンX、苗箱まかせ

漏水防止対策

肥料の銘柄名



様式第８号の１（水質保全型農業普及促進事業補助金）

収入の部 (単位：円)

本 年 度 本 年 度

精 算 額 予 算 額 増 減

計

支出の部 (単位：円)

本 年 度 本 年 度

精 算 額 予 算 額 増 減

水質保全型農業取組み面積

事業量(a)

計

収　支　精　算　書

差引増減

差引増減

区　　　　　分 摘　　要

水質保全型農業普及促進事業

区　　　　　分 摘　　要



様式第9号

　　　　　　 請　　　求　　　書 （概算払・前金払）　

年　　月　　日　　

　秋田県知事　あて

債権者　　住　　　　所
　　　　　 （ＴＥＬ）

　　　　　商号又は名称

　　　　　氏　　　　名

　　　次のとおり請求します。

請　求　金　額 ￥

　￥

　￥

　￥

　￥

　経費の内訳

（　　年　　月　　日付け指令　　　　　　　　号による補助金）

 口座振替払・隔地払・その他（　　　　　　　　　　　　）

当

銀行　　　　　　　　　　　　支店　　 普

別

銀行　　　　　　　　　　　　支店　　

　摘　要

契約（指令）金額

前回までの受領額

今 回 請 求 額

今 後 請 求 予 定 額

支　 払　 方　 法

口 座 振 替 払 の

振 込 銀 行 及 び

口　 座 　番 　号

口  座  名  義  人
※カタカナで記載

隔地払の支払場所

内

訳


